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○特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例 

平成十三年七月十日 

宮城県条例第四十号 

改正 平成一五年一二月二四日条例第七七号 

平成一九年三月二〇日条例第二一号 

平成二七年一二月二四日条例第九二号 

平成二八年七月一二日条例第四六号 

平成二八年一〇月二一日条例第五七号 

平成二九年三月二三日条例第一三号 

平成三〇年七月一一日条例第六〇号 

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例をここに公布する。 

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例 

（趣旨） 

第一条 この条例は、地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第六条第一項の規定に

基づき、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項の特定非営利活動法

人（以下単に「特定非営利活動法人」という。）に対する県税の課税免除に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（県民税の均等割の免除） 

第二条 地方税法施行令（昭和二十五年政令第二百四十五号）第七条の四の収益事業（以下

単に「収益事業」という。）を行わない特定非営利活動法人に対しては、県民税の均等割

を免除する。 

２ 収益事業を行う特定非営利活動法人に対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日以

後三年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損

金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を免除する。 

３ 前二項の規定は、宮城県県税条例（昭和二十五年宮城県条例第四十二号）第三十条の申

告書をその提出期限（同条例第十三条第一項又は第二項の規定により延長された提出期限

を含む。）までに提出した場合に限り、適用する。 

（不動産取得税の免除） 

第三条 次の各号のいずれかに該当する不動産の取得に対しては、不動産取得税を免除する。 

一 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成する

ための活動の用（第五条第一号において「特定非営利活動の用」という。）に供するた
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めの不動産を無償で譲り受けた場合における当該不動産の取得（次号に掲げる不動産の

取得を除く。） 

二 環境の保全を図る活動の一環として自然環境の保存及び活用に関する業務を行うこ

とを主たる目的とする特定非営利活動法人が、知事が定める地域内において、当該業務

の用に供するための山林、原野、池沼その他の不動産を取得した場合における当該不動

産の取得 

（自動車税の種別割の免除） 

第四条 特定非営利活動法人で、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第一項の

居宅サービスを行う者として同法第四十一条第一項本文の指定を受けたもの、同法第八条

第十四項の地域密着型サービスを行う者として同法第四十二条の二第一項本文の指定を

受けたもの、同法第八条の二第一項の介護予防サービスを行う者として同法第五十三条第

一項本文の指定を受けたもの、同法第八条の二第十二項の地域密着型介護予防サービスを

行う者として同法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたもの又は福祉サービス（県又

は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。）を提供するものが所有する自動車の

うち当該居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サ

ービス又は福祉サービスの用に直接供するものに対しては、自動車税の種別割を免除する。 

（平一九条例二一・平二八条例四六・一部改正） 

（自動車税の環境性能割の免除） 

第五条 次の各号のいずれかに該当する自動車の取得に対しては、自動車税の環境性能割を

免除する。 

一 特定非営利活動法人が特定非営利活動の用に供するための自動車（道路運送車両法

（昭和二十六年法律第百八十五号）第四条の登録、同法第六十条第一項の規定による車

両番号の指定（同法第五十九条第一項の検査対象軽自動車に係るものに限る。）又は同

法第九十七条の三第一項の車両番号の指定を受けているものに限る。）を無償で譲り受

けた場合における当該自動車の取得（次号に掲げる自動車の取得を除く。） 

二 特定非営利活動法人が前条に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防

サービス、地域密着型介護予防サービス又は福祉サービスの用に直接供するための自動

車を取得した場合における当該自動車の取得 

（平一九条例二一・平二八条例五七・一部改正） 

（免除の申請） 

第六条 第二条第一項又は第二項の規定により県民税の均等割の免除を受けようとする特
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定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付し

て、県民税に関する申告期限までに、県税事務所長に提出しなければならない。 

一 名称、主たる事務所の所在地、法人番号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第十五項に規定

する法人番号をいう。以下同じ。）及び代表者の氏名 

二 免除を受けようとする期間又は事業年度 

三 収益事業を行った場合には、その種類及び概要 

四 その他知事が必要と認める事項 

２ 第三条の規定により不動産取得税の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、次に

掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、不動産取得税に関する

申告期限までに、県税事務所長に提出しなければならない。 

一 名称、主たる事務所の所在地、法人番号及び代表者の氏名 

二 当該不動産が土地である場合には、その所在、地番、地目及び地積 

三 当該不動産が家屋である場合には、その所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積 

四 その他知事が必要と認める事項 

３ 第四条の規定により自動車税の種別割の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、

次に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、自動車税の種別割

のうち普通徴収の方法により徴収されるものにあっては納期限までに、証紙徴収の方法又

は知事から得た納付情報により納付する方法により徴収されるものにあっては宮城県県

税条例第百九条第一項の規定により申告書を提出した日から三十日以内に、県税事務所長

に提出しなければならない。 

一 名称、主たる事務所の所在地、法人番号（普通徴収の方法により徴収される自動車税

の種別割の免除を受けようとする場合に限る。）及び代表者の氏名 

二 自動車の登録番号及び車台番号 

三 自動車の種別、形状、車名及び型式 

四 自動車の定置場 

五 その他知事が必要と認める事項 

４ 前条の規定により自動車税の環境性能割の免除を受けようとする特定非営利活動法人

は、前項各号に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、宮城県

県税条例第九十三条の規定により自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限から三十

日以内に、県税事務所長に提出しなければならない。 
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（平一五条例七七・平二七条例九二・平二八条例四六・平二八条例五七・平三〇条

例六〇・一部改正） 

（免除の措置） 

第七条 県税事務所長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、

その旨を県税の免除を受けようとする特定非営利活動法人に通知しなければならない。 

（平一五条例七七・一部改正） 

（委任） 

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（県民税の均等割に関する経過措置） 

２ 第二条第一項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に終了す

る地方税法第五十二条第二項第三号の期間に係る県民税の均等割から適用する。 

３ この条例の施行の際現に収益事業を行っている特定非営利活動法人に対する第二条第

二項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、

「平成十三年四月一日」とする。 

４ この条例の規定により新たに県民税の均等割を免除されることとなる特定非営利活動

法人に係る第六条第一項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行

日以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同

項の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。 

（不動産取得税に関する経過措置） 

５ 第三条の規定は、平成十三年四月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税

から適用する。 

６ この条例の規定により新たに不動産取得税を免除されることとなる特定非営利活動法

人に係る第六条第二項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日

以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項

の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。 

（自動車税に関する経過措置） 

７ 第四条の規定は、平成十三年度分の自動車税から適用する。 

８ この条例の規定により新たに自動車税を免除されることとなる特定非営利活動法人に
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係る第六条第三項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後

六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規

定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。 

（自動車取得税に関する経過措置） 

９ 第五条の規定は、平成十三年四月一日以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税

から適用する。 

10 この条例の規定により新たに自動車取得税を免除されることとなる特定非営利活動法

人に係る第六条第四項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日

以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項

の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。 

（検討） 

11 知事は、この条例の施行後においても、この条例の施行の状況、特定非営利活動法人

の活動の状況、国が講ずる特定非営利活動法人に関する税制上の措置の状況等を勘案し、

特定非営利活動法人に対する県税の課税の在り方について検討を加え、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（県税減免条例の一部改正） 

12 県税減免条例（昭和三十五年宮城県条例第十四号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（県税減免条例の一部改正に伴う経過措置） 

13 前項の規定による改正後の県税減免条例第二条の規定は、施行日以後に終了する地方

税法第五十二条第二項第三号の期間に係る県民税から適用し、施行日前に終了する同号の

期間に係る県民税については、なお従前の例による。 

附 則（平成一五年条例第七七号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成十六年四月一日から施行する。 

（特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

24 この条例の施行前に前項の規定による改正前の特定非営利活動法人に対する県税の課

税免除に関する条例（次項において「旧特定非営利活動法人条例」という。）の規定によ

り地方振興センター所長又は地方県事務所長が行った県税の免除の処分の決定、通知その

他の行為は、前項の規定による改正後の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関

する条例（次項において「新特定非営利活動法人条例」という。）の規定により県税事務
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所長が行ったものとみなす。 

25 この条例の施行前に旧特定非営利活動法人条例の規定により地方振興センター所長又

は地方県事務所長に対してなされた県税の免除の申請その他の行為は、新特定非営利活動

法人条例の規定により県税事務所長に対してなされたものとみなす。 

附 則（平成一九年条例第二一号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（自動車税に関する経過措置） 

２ 改正後の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例（以下「新条例」と

いう。）第四条の規定は、平成十八年度分の自動車税から適用する。 

３ 新条例第四条の規定により自動車税の免除を受けようとする特定非営利活動法人に係

る新条例第六条第三項の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）前に到来し、又は施行日以後三十日以内に到来する場合においては、同

項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して三十

日以内とする。 

（自動車取得税に関する経過措置） 

４ 新条例第五条の規定は、平成十八年四月一日以後の自動車の取得に対して課する自動車

取得税から適用する。 

５ 新条例第五条の規定により自動車取得税の免除を受けようとする特定非営利活動法人

に係る新条例第六条第四項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施

行日以後三十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、

同項の規定にかかわらず、施行日から起算して三十日以内とする。 

附 則（平成二七年条例第九二号）抄 

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。 

附 則（平成二八年条例第四六号）抄 

改正 平成二九年三月二三日条例第一三号 

（施行期日） 

１ この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一から三まで 略 

四 第五条中県税減免条例第七条の四第二項第一号及び第三項の改正規定並びに第六条
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中特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例第四条の改正規定（「自動

車税」の下に「の種別割」を加える部分を除く。）宮城県県税条例等の一部を改正する

条例（平成二十九年宮城県条例第十三号）の施行の日 

（施行の日＝平成二九年三月二三日） 

（平二九条例一三・一部改正） 

（自動車税に関する経過措置） 

17 第六条の規定による改正後の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条

例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、平成三十一年度分の施行日以後に納税義務

が発生した者に課する自動車税の種別割及び平成三十二年度以後の年度分の自動車税の

種別割について適用し、平成三十一年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に課す

る自動車税については、なお従前の例による。 

（平二九条例一三・旧第二十二項繰上・一部改正） 

附 則（平成二八年条例第五七号）抄 

改正 平成二九年三月二三日条例第一三号 

（施行期日） 

１ この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。 

（平二九条例一三・一部改正） 

（自動車取得税に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前の自動車の取得に対して課する自動

車取得税については、なお従前の例による。 

（自動車税の環境性能割に関する経過措置） 

４ 第三条の規定による改正後の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条

例の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割につい

て適用する。 

附 則（平成二九年条例第一三号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成三〇年条例第六〇号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


